
 

 

１．事業者の概要 

名称 社会福祉法人 ハッピーネット 

法人所在地 埼玉県さいたま市桜区南元宿２－６－２２ 

電話番号 ０４８－７６７－３８２２ 

代表者氏名 理事長 伏見 広一 

設立年月日 平成 14 年 1 月 4 日 

 

２．サービスを提供する事業所の概要 

事業所の種類 指定障害児通所支援事業 放課後等デイサービス 

事業所の名称 ゆめの園みらいず若葉 放課後等デイサービス 

事業所番号 1351900608 

事業所の所在地 東京都板橋区若木 3-15-1 

事業所の連絡先 03-3935-5780 

開設年月日 平成 28 年 12 月 1 日 

管理者 石母田 雄大 

児童発達支援管理責任者 石母田 雄大 

定員 10 名 

主たる対象者 重症心身障害以外の障害児 

事業の目的 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中にお

いて、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することによ

り、学校教育と相まって、障害児の自立を推進するとともに、放課

後の居場所作りを推進します。 

事業所の運営方針 ・通所支援計画を重視し、一人ひとりの希望に則したサービス提供

を行う。 

・児童の.意思及び人格を尊重し、常に児童の立場に立ったサービス

提供を行う。 

・関係法令を遵守し、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を

行い、他の社会資源との連携を図った適正且つ細やかなサービス 

提供を行う。 

 

３．通常の事業の実施地域及び営業時間 

通常の事業の実施地域 板橋区・練馬区・北区 

営業日 月～日・祝日（１２月３１日から１月３日を除く） 

 

営業時間 ・月～金 ／14：30～17：30 



 

 

・土・日・祝日／10：00～16：00 

・春・夏・冬休み／10：00～16：00 

 

サービス提供時間 

（送迎時間を除く） 

・ 月～金 ／14：30～17：30 

・ 土・日・祝日／10：00～16：00 

・ 春・夏・冬休み／10：00～16：00 

利用変更時の受付時間  月～日  11:00～17:30 

 

４．サービスに係る施設・設備等の概要 

建物 構造 鉄構造（一部鉄筋コンクリート造） 

延床面積 71,514,47 ㎡ ※併設事務所含める 

事務所 1  

相談室  1  

指導訓練室 1  

トイレ 2  

洗面台 2  

 

5．事業所の職員体制 

職種 業務内容 

管理者  1 名（児童発達支援管理責任者と兼務） 

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元

的に行います。また、従業者に対し、「運営に関する基準」を遵守

させるために、必要な指揮命令を行います。 

児童発達支援 

管理責任者 

 1 名（管理者と兼務） 

児童発達支援管理責任者は、通所支援計画の作成業務のほか、事

業者に対する放課後等デイサービスの利用申し込みに係る調整、従

業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行います。 

児童指導員等 

または 

保育士 

3 名以上（うち１名以上は常勤） 

 児童指導員または保育士は、日常生活における基本的な習慣の確

立や社会生活での適応性を目指し、障害児の心身の状況に応じて、

適切な技術を持って指導、訓練を行います。 

指導員 必要に応じて配置 

指導員は、個別支援計画に基づき、障害児等に対し適切に指導等

を行います。 

 

 



 

 

 

6．事業所の職員勤務時間 

種類 勤務時間 

平日 

 休日 

１１：００～２０：００ 

８：３０～１７：３０ 

 

7．サービス内容 

  学校終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進等を行います。 

（１） 自立した日常生活を営むために必要な訓練 

（２） 創作的活動、作業活動 

（３） 地域交流の機会の提供 

（４） 余暇の提供 

 

８．利用料金 

（１）利用料金について 

上記のサービスについては、サービス利用料金全体の 9 割が通所給付費等の給付対象

となります。事業者が通所給付費等の給付を法定代理受領する場合には、ご利用者は、

ご利用者負担分として、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業所にお支払いただきま

す（定率負担）。なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適応される場合は、この

限りではありません。障害児通所受給者証をご確認ください。 

 

（２）利用者負担上限額について 

全体の利用者負担額は、区市町村が上限を定めています。利用者の希望により、当事

業者を利用者負担の上限管理者に選任される場合は、サービス利用の開始の際にその旨

をお申し出ください。当事業者において利用者負担の上限管理を担当し、具体的に上限

を超える際の調整を行った場合には、別途上限管理にかかる費用（150 単位）をお支払

いいただきます。 

 

（３）償還払いについて 

 事業者が通所給付費等額の法定代理受領を行わない場合は、区市町村が定める指定通

所支援費用基準額の全額を一旦お支払いいただきます。 

 

（４）サービス利用にかかる実費負担について 

  「通所給付費等の対象外サービス」については、通所給付費等の対象とならないため、

実費をいただきます。別紙、「通所給付費等の対象外サービス」費用一覧表を参照。  



 

 

（５）利用の中止・変更・追加 

 ①利用予定日の前に、サービス利用計画で定めたサービスの利用を中止または変更する

ことができます。この場合には、サービスの１日前までに事業者に申し出てください。 

 ②利用予定日の前日までに申し出がない利用の中止につきましては、取り消し料として

下記のおやつ代をお支払いいただく場合があります。また、利用予定日当日の中止（欠

席）につきましては、欠席時対応加算としての料金をいただく場合があります。 

利用予定日の前々日までに申し出があった場合。 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合。 おやつ代 100 円 

利用予定日に急病等により利用を中止（欠席）した場合 欠席時対応加算 

＋ おやつ代 100 円 

③区市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追

加することもできます。 

 ④サービス利用の変更・追加は、その日の利用状況により利用者が希望する日及び時間

にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用

者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

 

（６）実費負担額の変更 

  実費負担額を変更する場合は、原則として変更を行う２か月前までにご説明いたし 

ます。 

 

（７）支払い方法 

  上記利用料金の支払いは、１ヶ月ごとに計算しご請求しますので、２７日までに下記

のいずれかの方法でお支払いください。 

ア．窓口での現金支払い 

イ．下記指定口座への振込み 

武蔵野銀行 本店営業部 普通預金 1223995 

社会福祉法人ハッピーネット 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

 

９．サービス利用に当たっての留意事項 

  利用者側がサービスの提供を受ける際の留意事項は以下の通りとします。 

（１）サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されたサービスの実施ができな

い場合には、利用者の同意を得て、サービス内容の変更を行います。その場合、事業

者は変更したサービス内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（２）住所及び利用者の負担額、支給量など「受給者証」の記載内容の変更があった場合

は速やかに事業者に提示してください。 



 

 

１０．秘密の保持 

（１）事業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

 （２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、入職時に

従業者に提出させる個人情報保護に関する誓約書の内容とします。 

 （３）他の事業者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あら

かじめ文書により障害児及びその家族の同意を得ます。 

 

１１．サービス提供の記録等 

事業者は、サービス提供の都度、提供日、内容その他必要な事項を記録し、利用者の

求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後５年

間保管いたします。 

 

１２．苦情の受付について 

（１）事業所における苦情の受付 

 

当事業所受付窓口 

・受付担当者   石母田 雄大 

・苦情解決責任者 東京事業運営部 障がい児童グループ

マネージャー  上原 雅章 

・受付時間(月～日)  11：0０～１7：３０ 

・電話番号   03-3935-5780 

・ＦＡＸ番号  03-3934-5783 

当法人第三者委員 ・古賀 恵 様  

・横山 一美 様  

（２）その他苦情受付機関 

練馬区保健福祉 

サービス苦情調整委員 

・所 在 地 東京都練馬区豊玉北六丁目１２番１号 

       区役所西庁舎３階 

・電 話 番 号 ０３－３９９３－１３４４ 

・ＦＡＸ番号 ０３－３９９３－１３４４ 

板橋区保健福祉オンブズマン ・所 在 地 東京都板橋区栄町３６番１ 

  グリーンホール３階 

・電 話 番 号 ０３－３５７９－２８９０ 

・ＦＡＸ番号 ０３－３５７９－２８９１ 

東京都社会福祉協議会 

福祉サービス運営適正化委員会 

・所 在 地 東京都千代田区神田駿河台１－８－１１ 

東京ＹＭＣＡ会館３階 

・電 話 番 号 ０３－５２８３－７０２０ 

・ＦＡＸ番号 ０３－５２８３－６９９７ 



 

 

 

１３．第三者評価実施状況 

  令和 ３ 年 1０ 月実施済み 

  

１４，緊急時の対応  

  利用者の病状急変時等の緊急時には、提出して頂く別紙資料の緊急連絡シートに記載

されている「かかりつけの医療機関」及び「緊急時連絡先」への連絡等を行います。ま

た、急を要する傷病時には下記協力医療機関へ職員付添いのもと搬送させていただきま

す。 

 

医 療 機 関 の 名 称 医療法人社団明芳会 高島平中央総合病院 

所 在 地 東京都板橋区高島平 1 丁目 73 番 1 号 

電 話 番 号 03-3936-7451 

診 療 科 内科 小児科 整形外科 眼科 皮膚科 他 

 

１５．非常災害対策 

  事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行います。 

防火管理者 杉山 幸芳 

 

１６．身体拘束・虐待の防止について 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため責任者を設置し、職員に対し研修を実施す

る等の措置を講じます。また、虐待の防止や虐待を受けているおそれがある場合の措置

等、事業者の責務を明確化します。 

虐待防止に関する担当者 管理者 石母田 雄大 

 

１７．事故発生時の対応 

  事業者は、事故が発生した場合は、都、区市町村及び障害児の家族等に連絡を行うと

ともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するも

のとします。また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入しており、賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を適切に行うものとします。 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

補償の概要 身体 １名あたり１億円／１事故あたり１０億円 

財物          １事故あたり１千万円 



 

 

 

 

１８．その他運営に関しての重要事項 

  上記規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人ハッピーネット

と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。 

 

・定款の目的に定めた事業    

  1  特別養護老人ホームの経営      2   老人居宅介護等事業の経営 

3    老人デイサービス事業の経営         4    老人短期入所事業の経営 

5    老人介護支援センターの経営     6    障害福祉サービス事業の経営 

7    一般相談支援事業の経営             8   特定相談支援事業の経営 

9    障害児相談支援事業の経営          10    移動支援事業の経営 

11    障害児通所支援事業の経営          12  居宅介護支援事業 

13  地域包括支援センターの受託事業    14  日中一時支援の受託事業 

15  いきがいデイサービスの受託事業    16  訪問介護員養成研修事業           

17  事業所内保育事業                  18   福祉有償運送サービス事業  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


